
 

第１１号議案 要旨 

 

北はりま消防組合職員の給与に関する条例及び北はりま消防組合会計年度任用 

職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正（要旨） 

 

１ 改正理由 

  令和４年８月の人事院勧告を受け、一般職の職員の給与に関する法律が改正されたこと

に伴い、これに準じて所要の改正を行うもの 

 

２ 改正内容 

 ⑴ 北はりま消防組合職員の給与に関する条例の改正【第１条関係】 

  ア 勤勉手当の支給月数の引上げ（第３０条関係） 

   (ア) 職員 

     勤勉手当の支給月数を年間０．１月（１００分の１０）引き上げる。 

     なお、令和４年６月期は、改正前の支給月数０．９５月（１００分の９５）で支

給済みのため、改正後の支給として０．１月（１００分の１０）を引き上げるこ

ととし、０．９５月（１００分の９５）を１．０５月（１００分の１０５）に改

める。 

   (イ) 再任用職員 

     勤勉手当の支給月数を年間０．０５月（１００分の５）引き上げる。 

     上記(ア)同様に０．４５月（１００分の４５）を０．５月（１００分の５０）に改

める。 

イ 給料表の改正 

改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第四 イ 公安職俸給表（一）に

準じて別表を改正する。   

 ⑵ 北はりま消防組合職員の給与に関する条例の改正【第２条関係】 

   勤勉手当の支給月数を按分（第３０条関係） 

  ア 職員 

    ６月期、１２月期ともに同じ支給月数とするため、第１条で規定した勤勉手当の支

給月数を１．０５月（１００分の１０５）から１．０月（１００分の１００）に改

める。 

  イ 再任用職員 

    ６月期、１２月期ともに同じ支給月数とするため、第１条で規定した勤勉手当の支

給月数を０．５月（１００分の５０）から０．４７５月（１００分の４７．５）に

改める。 



 

 ⑶ 北はりま消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の改正【第３条

関係】 

   給料表の改正 

   改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第一 イ 行政職俸給表（一）に準じ

て別表を改正する。 

 

３ 施行期日   

 ⑴ 第１条関係 公布の日（令和４年４月１日遡及適用（北はりま消防組合職員の給与に

関する条例第３０条第２項の改正規定を除く。）） 

 ⑵ 第２条関係 令和５年４月１日 

 ⑶ 第３条関係 令和５年４月１日 

 


